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医療計画及び介護保険計画の策定スキーム

医療計画作成指針

疾病・事業及び在宅医療に係
る医療体制構築に係る指針

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を
確保するための基本的な指針（案）

医療提供体制の確保に関する
基本方針

北海道医療計画
市町村介護
保険事業計画

北海道介護保険
事業支援計画

課長
通知

局長
通知

整合性

積み上げ

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
（支援）計画作成指針（案）

道が
策定

国の総合確保方針（地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針）
↓

道の基本方針（北海道における医療及び介護を総合的に確保するための基本方針）

大臣告示

基本方針に
基づき一体
的に策定

［医療計画］ ［介護保険計画］

大臣告示 大臣告示

整合性
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整
合
性

北海道における「協議の場」に関する対応について

国の「総合確保方針」（地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針）
医療計画、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画を一体的に作成し、これらの計画の整合性を

確保することができるよう、都道府県や市町村における計画作成において、関係者による協議の場を設置し、より緊密
な連携が図られるような体制整備を図っていくことが重要である。

【目 的】
国の「総合確保方針」

に対する道の考え方につ
いて整理し、医療及び介
護保険計画を策定する際
の「道の基本方針」の位
置付けとする。

【基本方針の策定】
道庁関係課による協議

の上、「道の基本方針」
を策定し、道計画（医
療・介護保険）策定委員
会に報告するとともに、
振興局を通じて市町村あ
て通知。

【策定時期】
令和５年５月

【目 的】
道の医療計画及び介護保険

計画と、市町村介護保険計画
の整合性を確保するため、21
圏域単位で関係者との協議を
行う。

【協議の場】
◆地域の関係者との協議
（医療に関する協議）
「保健医療福祉圏域連携推進
会議」（保健所所管）におい
て、計画全般の協議等を行う。
（R5.９月、R6.1月予定)

◆市町村との協議
（介護に関する協議）
「高齢者保健福祉圏域連絡協
議会」（社会福祉課管）にお
いて、医療計画（在宅医療）
と介護保険計画（介護ｻｰﾋﾞｽ）
の整備目標等の整合を図る。
（R5.８月、R6.1月予定）

【目 的】
各計画作成に至るまで、

医療及び介護保険計画策定
に係る有識者会議において
適宜情報提供、意見交換等
を行う。

【協議の場】
◆医療計画
総医協地域医療専門委員会

◆介護保険事業支援計画
介護保険事業支援計画検討
協議会

【開催予定時期】
令和５年８月
・計画骨子案等

令和５年10月
・計画素案

令和６年２月頃
・計画案

北海道医療計画

北海道介護保険
事業支援計画

市町村介護保険
事業計画

一体的な作成を目指す

（連動）

（調和）

「道の基本方針」の策定 地域での協議（21圏域） 道全体での協議

５疾病・５事
業等に係る
各種計画
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第９期 高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画の策定に係る基本
的な考え方

１ 計画の趣旨・考え方

●団塊の世代が全員75歳以上となる２０２５年を見据えた中長期的な視点に立って、計
画期間内に必要となるサービスの見込量を示すとともに、道が取り組むべき方策を明ら
かにし、本道における地域包括ケアシステムの構築を目指す。

●既に減少に転じている生産年齢人口の減少が加速する中で、都市部を中心に介護サー
ビス利用者数が増え続ける一方、地方などではピークを過ぎ減少に転じるなど、地域に
よって高齢化の状況及びそれに伴う介護需要も異なってくることが想定される。

●令和６年度からスタートする第９期計画期間中には、団塊の世代が全員75歳以上とな
る２０２５年を迎えることとなるため、地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を捉え
つつ、地域の実情や課題に対応した中長期的な目標を設定し、計画期間内に必要となる
サービスの見込量を示すとともに、道が取り組むべき方策を明らかにする。
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２ 計画の位置づけ

●この計画は、老人福祉法に基づく老人福祉計画（北海道高齢者保健福祉計画）及び介
護保険法に基づく介護保険事業支援計画（北海道介護保険事業支援計画）として、道が
策定するものであり、両計画は、整合性を図りながら連携して事業を推進する必要があ
ることから、一体的に策定する。

●この計画は、「北海道地域福祉支援計画」、「北海道医療計画」、「北海道健康増進
計画～すこやか北海道２１」、「北海道住生活基本計画」、「北海道高齢者居住安定確
保計画」など、関連する計画・指針等と整合性を図る。

３ 策定根拠指針等

［根 拠］
●老人福祉法第20条の9に基づく都道府県老人福祉計画

（北海道高齢者保健福祉計画）

●介護保険法第118条に基づく都道府県介護保険事業支援計画
（北海道介護保険事業支援計画) ４



［指針等］
●介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針

（R3.1.29厚生労働省告示第29号）

４ 計画期間

令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの３年間

５ 計画の内容に関する基本的事項

●介護サービス基盤の計画的な整備
・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービス種
別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、各地域の実情に応じた介護サービ
スが提供されるよう、全道域及び高齢者保健福祉圏域で必要な調整を行い、着実に基盤整
備を進める。
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●地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組
・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るのであり、
制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を超えて、地域住民や多様な主
体による介護予防や日常生活支援の取組を促進する観点から、総合事業の充実に取り組む。

●地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上の推進
・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離職防
止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施するとともに、生産性向上に資する
様々な支援・施策を総合的に推進する。

６ 計画の推進

●本計画を効果的かつ着実に推進するため、計画の推進状況や数値目標の達成状況の評価を
行うなど、ＰＤＣＡサイクルを通じてより効果的な取組となるよう必要な措置を講じる。
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